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八潮市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立て 

について 

 

  令和７年９月７日執行の八潮市議会議員一般選挙における当選の効力に関する

審査の申立てが令和８年１月７日付けでなされ、本日の委員会で受理することを

決定しましたのでお知らせします。 

記 

１ 審査申立人 

 （総代）金森 正夫（八潮市議会議員一般選挙の選挙人） 

     廣田 齊典（八潮市議会議員一般選挙の選挙人） 

 

２ 申立ての趣旨 

  令和７年９月７日執行の八潮市議会議員一般における当選人福野未知留氏の当

選の効力に関する異議の申出に対する八潮市選挙管理委員会の令和７年１２月２

２日付けの決定を取り消すとの裁決を求める。 

 

３ 申立ての主な理由 

・福野未知留氏の生活の本拠は八潮市ではなく、市外に居住していたと考えられる

ため。 

 

４ 裁決の期限 

  この審査申立てに対する当委員会の裁決は、申立てを受理した日（１月７日）

から６０日以内（３月９日まで）に行うよう努めるものとされている（公職選挙

法第２１３条第１項）。 

 

埼玉県選挙管理委員会 
石島・中島 

直通 048-830-2695 
内線 2694 

E-mail: a2695@pref.saitama.lg.jp 

  令和８年１月１５日 
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参考 八潮市議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議の申出

に対する決定について 

  https://www.city.yashio.lg.jp/shisei/senkyo/sityousigisennkyo/igimousid

ekextutei.html 

https://www.city.yashio.lg.jp/shisei/senkyo/sityousigisennkyo/igimousid

